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Ⅱ－2. インフラの需要主体のニーズの変化と日系企業が磨くべき差別化要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．インフラ市場と足下の動向の概観 

一般的に、インフラとは産業の発展や福祉の向上に必要な公共施設を指し、

具体的には水処理や発送電、通信、交通・輸送に係る施設や設備を包含す

る概念を意味する。インフラに含まれる施設や設備は広範に及ぶため、今後

必要となるインフラ投資額に関する見方は、OECD、IMF 等の公的機関や民

間団体によって予測値に大きな幅があり、正確に定量化することは困難であ

る。一例として OECD
1の公表資料を基に 2016 年から 2030 年までの 15 年間

の世界インフラ投資額を推計すると、累計 44.1兆ドルに及ぶとみられ、年平均

3兆ドル弱の市場規模になる（【図表 1】）。ただし、OECDが分析対象としてい

るのは、投資額が推計可能なインフラに限られる。また、通信や道路の投資額

は、他機関の試算2に比して保守的であることから、実際のインフラ投資の規

模はより大きい可能性がある。 

                                                        
1 OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）：経済協力開発機構 
2 例えば、Mckinsey Global Instituteのレポート（「Infrastructure productivity : How to save $1 trillion a year」）によれば、2013年か

ら 2030年までの道路と通信の投資額をそれぞれ 16.6兆ドル、9.5兆ドルと予測している 

【要約】 

 2030年までの世界のインフラ投資額は約44.1兆ドルに及ぶ。この成長性豊かなインフラ

ビジネスの受注を巡り、日系のみならず海外企業も取り組みを本格化させている。 

 インフラビジネスにおいて顕在化している競争軸は、「経済性」と「環境性」の高さであ

る。経済性では、インフラ需要主体の目線に合わせた品質を前提とするライフサイクルコ

スト全体の競争力、環境性では、設備・機器の環境性能の高さに加えて、ルールメイク

が差別化要素となる。 

 今後の外部環境変化を見据えると、地方・国・広域経済圏とインフラ需要主体が変化・

多様化する中で、最小費用最大便益を実現する複合的なインフラ整備計画を立案する

ニーズ（「全体最適性」）、加えてそれを利害関係者に説明するニーズ（「説明可能性」）

の高まりが、新たな競争軸を形成していく可能性がある。 

 全体最適性では、インフラ需要主体の状況を把握し速やかに課題解決に繋げる一連の

能力（ストラテジスト機能）、説明可能性では、多様な手段を駆使して利害関係者の合意

形成を行う能力（スポークスパーソン機能）が差別化要素となり得る。 

 日系企業には、改めて自社の製品群に加えて、知財、技術を広く見渡し、自らの優位性

を活かし得る競争軸を強化するとともに、新たに作り出すことが求められる。政府には、

GtoG セールスの担い手としての役割に加え、日系企業の競争優位性を企業とともに作

り出すことが求められる。官民双方の取り組みに期待したい。 

今後 15年間にお

ける世界のインフ

ラ投資額は 44.1

兆ドル 
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合計 44.1

(trillion USD)

アジア（1,374億ドル） 欧州（998億ドル） 北米（807億ドル）

中東（790億ドル） アフリカ（709億ドル） 中南米（533億ドル）

フランス

26%

スペイン

14%

トルコ

8%
米国

7%

オランダ

6%

イタリア

5%

ドイツ

3%

中国

2%

英国

2%

日本

1%
その他

26%

米国

23%

スペイン

22%
ドイツ

16%

フランス

9%

日本

6%

その他

24%

中国

19%

韓国

17%

トルコ

13%

イタリア

8%

米国

7%

スペイン

5%

英国

4%

フランス

3%

ドイツ

2%

日本

2% その他

20%

中国

49%

イタリア

11%

フランス

9%

トルコ

7%
韓国

5%

ブラジル

4%

スペイン

3%

米国

1%

英国

1%

日本

1%

その他

9%
スペイン

28%

ブラジル

16%米国

14%

中国

13%

イタリア

9%

フランス

6%

韓国

4%

日本

1%

その他

9%

中国

20%

米国

14%

スペイン

12%韓国

12%

ドイツ

11%

日本

10%

その他

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

  

斯かる中、日本政府は足下においてインフラ輸出の強化に取り組んでおり、

日系企業のインフラ受注額を 2013 年の 16 兆円から 2020 年には 30 兆円ま

で増加させることを目標としている。しかしながら、市場規模が大きく、成長性

豊かなインフラビジネスに対しては、海外企業も取り組みを本格化させている

ため、輸出拡大に向けた事業環境は厳しい。 

足下の地域別インフラ投資について、地場企業以外の外国籍企業の EPC 売

上高を整理すると、アジア、中東、アフリカ等の新興国市場において、中国や

韓国のシェアが大きい（【図表 2】）。この背景には、中国や韓国の EPCコントラ

クターが、低い人件費を武器に、土木・建設の比重が大きい道路や上下水道

整備等の新興国のインフラ投資で売上高を伸ばしていることがあると考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 1】 世界のインフラ投資額見通し（2016年から 2030年までの投資額：44.1兆ドル） 

（出所）OECD, Infrastructure to 2030、同 Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030 より 

みずほ銀行産業調査部作成 

日本政府はイン

フラ輸出を 2020

年に 30 兆円とす

る目標を掲げる 

【図表 2】 地域別インフラ投資 地場企業以外の外国籍企業の EPC売上高シェア（2014年） 

（出所）ENR, Top 250 International Contractor 2015 よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）商社・重電メーカーを含まず 

アジア、中東、ア

フリカ等の新興国

で増す中国・韓国

企業の存在感 
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また、アジア、北米、アフリカ、中南米においては、スペインやフランスの EPC

コントラクターの存在感が大きい。背景としては、①M&A を通じた大型化、②

土木・建設からインフラ運営まで手掛ける事業の複合化が挙げられる。例えば、

①についてはスペインのACSが 2011年にアジアと北米に強みを有するドイツ

の Hochtief を買収して世界首位の座を射止め、②については、フランスの

Vinciが道路、鉄道、空港等のインフラ運営を手掛けている。 

インフラは土木・建設の比重が大きいものから、設備・機器の付加価値が高く、

オペレーションが重要なものまで多種多様であり、インフラビジネスを手掛ける

海外企業の事業領域も多岐に亘る。日系企業は、労働集約的で低賃金労働

者の動員力に基づくコスト競争力が競争軸となっている土木・建設分野よりも、

設備・機器の付加価値が高く、オペレーションの強みを発揮しやすい、鉄道、

発送電、通信、空港等を中心に受注拡大を目指すべきと考えられる（【図表

3】）。以下、主としてこれらのインフラを想定して、日系企業が受注獲得競争に

勝ち抜くための方途について考察することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．インフラ需要主体のニーズの変化と日系企業が磨くべき差別化要素 

厳しさを増すインフラ受注競争において、日系企業が競争優位性を構築する

ために磨くべき差別化要素を明らかにするには、インフラ需要主体のニーズと

その変化に着目することが重要である。 

【図表 4】に示したとおり、インフラ需要主体が投資を行うにあたり、必ず考慮に

入れる点、すなわち、既に顕在化しているニーズに、経済性と環境性の二点

がある。 

インフラ投資は巨額に及ぶが、先進国、新興国問わずインフラ整備に投じら

れる財政予算の制約は厳しい。このため、インフラ需要主体にとって、とりわけ

イニシャルコストの低さが重要であることは論を俟たない。また、インフラは導

入後長期に亘り使用されるため、ランニングコストも無視しえず、現在ではラン

ニングコストを含むライフサイクルコストの経済性がインフラ整備を行う際に最

も重視されている。 

 

日系企業は設

備・機器の付加

価値やオペレー

ションが重要な領

域に注力すること

が求められよう 

インフラ需要主体

におけるニーズ

の変化に着目 

顕在化しているニ

ーズとして経済性

と環境性に着目 

設備・機器の付加価値が高く、

オペレーションが重要 

土木・建設の比重が高い 

 

市場規模 大 

【図表 3】 日系企業が注力すべきインフラシステムの領域 

日系企業が注力

すべき領域 

（出所）OECD, Infrastructure to 2030、同 Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030 より 

みずほ銀行産業調査部作成 

アジア、北米、ア

フリカ、中南米で

増すスペイン・フ

ランス企業の存

在感 

経済性ではライフ

サイクルコストが

重視される 
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経済性に加えて、世界的な環境保全に対する意識の高まりや CO2排出・大気

汚染防止をはじめとする環境規制強化の流れを受け、環境性についても、イ

ンフラ整備において重要な考慮要素となりつつある。特に火力発電システム

のように稼働時に CO2や NOx、SOx 等の汚染物質を排出するインフラや、運

行時に大量のエネルギーを消費する鉄道システムの選定においては、環境

性は経済性と並んで重視されている。 

この経済性と環境性において、日系企業が競争優位を構築するために取り組

むべき事項については、第 3節及び第 4節にて事例を踏まえて分析する。 

更に、足下顕在化していないが、外部環境の変化を受けてインフラ需要主体

において今後顕在化し得るニーズもある。 

インフラ需要主体を取り巻く外部環境の変化としては、①インフラ整備の選択

肢の多様化・高度化、②広域経済圏・自由貿易圏の形成進展、③地方分権

化の進展の三点が挙げられる。 

これらの外部環境の変化により、「地方・国・広域経済圏とインフラ需要主体が

変化・多様化する中で、最小費用最大便益を実現する複合的なインフラ整備

計画を立案（全体最適性）して、利害関係者に説明（説明可能性）する必要性

今後、全体最適

性、説明可能性

がニーズとして顕

在化する 

ストラテジスト機

能、スポークスパ

ーソン機能が新

たな差別化要素 

  

 

 

インフラ需要主体のニーズ 

既に顕在化しているニーズに基づく競争軸 今後顕在化し得るニーズに基づく競争軸 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表 4】 インフラ需要主体のニーズと日系企業が磨くべき差別化要素 

①インフラ整備の選択肢の多様化・高度化 

②広域経済圏・自由貿易圏の形成進展 

③地方分権化の進展 

様々な外部環境の変化 

経済性 環境性 

  

競争軸の総合化 

将来想定される競争軸の総合化 

全体最適性 説明可能性 

競
争
軸
の
総
合
化 

地方・国・広域経済圏とインフラ需要主体が

変化・多様化する中で、最小費用最大便益

を実現する複合的なインフラ整備計画を立

案して、利害関係者に説明するニーズ 

イニシャルコスト 

ランニングコストを含む 

ライフサイクルコスト 

環境性能 

ルールメイク 

日
系
企
業
が
磨
く
べ
き 

差
別
化
要
素 

イニシャルコスト競争力 

ファイナンス提供力 

O&Mでの顧客価値創出 

環境性能で差別化を

実現する研究開発 

領域の選別 

ルールメイク支援 

 

ストラテジスト機能 

スポークスパーソン機能 

環境性について

も重視される流

れ 
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が新興国を中心に高まっていく」と考えられる。この新たなニーズを充足する

ために、日系企業には、全体最適性に対応してストラテジスト機能を、説明可

能性に対応してスポークスパーソン機能を強化することが求められる。この点

については、第 5節にて分析する。 

全体を俯瞰して観察される大きなトレンドとしては、低い人件費を武器にイニ

シャルコストの競争力を強みにインフラ市場においてシェアを伸長させている

中国・韓国勢に対して、欧米や日本の企業が、「イニシャルコストからライフサ

イクルコスト」、「経済性のみならず環境性」と競争軸を総合化させて、競争優

位を構築しようとしていることが窺われる。日系企業は、欧米勢のビジネスモデ

ルを参考にしつつもその後追いに陥らず、新たに顕在化し得るニーズから生

じる競争軸の変化を捉えたうえで、独自の競争優位性を構築することが求め

られる。 

３．経済性で日系企業が競争優位性を構築するために磨くべき差別化要素 

インフラ需要主体が経済性において重視するのは、イニシャル・ランニング両

面を含むライフサイクルコストの競争力である。ライフサイクルコストの競争力を

高めるために、日系企業が取り組むべきポイントは、【図表 5】に示したとおり、

（1）イニシャルコスト競争力強化、（2）ファイナンス提供力強化、（3）O&M での

顧客価値創出、（4）EPC・O&M・ファイナンスを一括した総合提案力強化の四

点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧米勢は、競争

軸を総合化して

競争優位を維持

するトレンド 

【図表 5】 既に顕在化しているニーズの要素分解 ～経済性～ 

インフラ需要主体において 

既に顕在化しているニーズ 

イニシャルコスト 

ライフサイクル 

コスト 

日系企業が磨くべき差別化要素 

 バリューチェーン全般の現地化 

 現地人材への権限移譲 

 EPCで競争力ある他社と連携 

②ファイナンス提供力強化  ファイナンス選択肢の多様化 

 新興国の使用環境で性能を発

揮する機器品質 

 新技術と課題の結び付け 

 ソフトアセットの差別化要素化 

  

⇒Siemensの事例 

⇒GEアフリカ戦略の事例 

⇒Project Bondの検討 

⇒Phu Myの事例 

⇒日立造船の事例 

ランニングコスト 

④EPC・O&M・ファイナンスを一括

した総合提案力強化 

③O&Mでの顧客価値創出 

 EPC・ファイナンス・O&M一括

提案による総合化 

⇒日立製作所・英国 IEPの事例 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

①イニシャルコスト競争力強化 

ライフサイクルコ

ストの競争力強

化に必要な 4 つ

のポイント 
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（1）イニシャルコスト競争力強化 

イニシャルコスト競争力を強化するためには、インフラを構成する設備・機器の

コストを低減する、コスト競争力のある EPC コントラクターと協業するという二つ

の選択肢が考えられる。 

設備や機器のコストを低減するためには、インフラ需要主体の目線に合わせ

て機能や品質と価格のバランスを取ること、開発・生産等のバリューチェーン

を現地化することが重要となる。また、コスト競争力のある EPC コントラクターと

協業するためには、互恵的な関係を構築する必要がある。 

以下、前者として Siemensの SMART戦略、後者としてGEと中国国家機械工

業集団のアフリカにおける提携を例に日系企業へのインプリケーションを検討

する。 

①Siemensの SMART戦略 

Siemens は 2000 年以降、中国やインドにおいて、インフラ関連製品、断層撮

影装置等の大型医療機器、FA 機器を対象として、事業戦略策定から製品開

発・製造・販売・アフターサービスまでのバリューチェーンを現地化する

SMART戦略3を展開している。 

SMART戦略の狙いは、新興国で求められる機能や品質を理解し、コスト競争

力のある製品を上市することである。バリューチェーンを現地化して進出国に

対する強いコミットメントを示し、優秀な現地人材を確保する。そして、Siemens

の資源を最大限活用しつつ、現地主導で製品開発する。開発と製造・販売・

アフターサービスが近接しているため、市場の反応をスピーディーに製品改

良に反映することも可能となる（【図表 6】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Simple（簡易な性能）、Maintenance Friendly（容易なメンテナンス）、Affordable（安価）、Reliable（信頼性のある）、Time to 

Market（的確な上市タイミング）の頭文字 

Siemensはイニシ

ャルコスト競争力

を高めるため、現

地化を推進 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

バリューチェーン全般を現地化するとの強いコミットメント 

製品開発 製造 販売・アフターセールス 

 新興国市場に即した製品

開発を現地人材が主導 

 Siemensの研究成果や設

計情報等の開発資源を最

大限活用 

 地場サプライヤー活用

によるサプライチェーン

現地化 

 現地人材のネットワーク

を活用した販路開拓 

 開発・製造部門に対する

市場の反応のスピーディ

ーなフィードバック 

Siemensブランド 

Siemensが有する

研究成果、設計情

報等の開発資源 

【図表 6】 Siemensの SMART戦略 

優秀な現地人材を確保／事業運営に関する権限を現地人材に移譲 

進出国への強い

コミット、優秀な

現地人材の確保

と権限委譲 

イニシャルコスト

競争力強化には

設備・機器のコス

ト低減、コスト競

争力ある EPC コ

ントラクターとの

協業が選択肢 
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この SMART 戦略を実践しているのが、Siemens India である（【図表 7】）。

Siemens Indiaは 31の製品群で SMART 戦略を展開しているが、蒸気タービ

ンは、【図表 8】に示すとおり、国内で約 40%の受注シェアを占める成功事例と

言える。Siemens Indiaが開発製造する蒸気タービンは、SST という Siemensブ

ランドで展開しているが、インド国内の競争環境を踏まえ、製造コストを従来比

40%減とする目標を設定し、現地調達率 100%を目指してサプライチェーン現

地化を推進している。 

 

創業 1865年 

株主等 Siemens 75%出資、ボンベイ証券取引所上場 

CEO Sunil Mathur （1987年入社） 

従業員数 16,100人（うちエンジニア 6,000人） 

拠点数 18工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens India の蒸気タービンが成功した理由は、Siemens 経営陣のインドに

対する強いコミットメントの下、バリューチェーン全般を現地化して、現地人材

に権限を委譲したことにある。また、製品開発にあたり、インドの蒸気タービン

に残す機能と削る機能を峻別した上で、既存の開発資源を最有効活用して、

開発をインド固有の項目に絞ったことも奏功したものと思われる。 

日系企業では、研究開発や製品開発機能が日本に集約され、研究成果や設

計情報等の開発資源が海外支社の開発機能と共有されていない場合が多い。

また、製品設計に関しても、日本における品質基準が厳しく、新興国のニーズ

に即してダウングレードし、不要な機能を省く等、設計変更も柔軟にできない

と聞く。 

日系企業が、Siemens のように研究開発機能の現地化を進めるためには、本

社の研究開発や製品開発機能との連携、役割分担を明確化すると共に、品

質基準や設計思想も、海外市場のニーズに応じて柔軟に変更できるようにす

る必要があろう。 

 

 

インドへの経営の

コミット、バリュー

チェーン全般の

現地化、開発項

目の絞り込みが

奏功 

日本本社の研究

開発機能との開

発資源の共有

化、設計の柔軟

性確保がポイント 

（出所）McCoy Power Reports よりみずほ銀行産業調査部作成 

Siemens India は

SMART戦略の成

功事例 

蒸気タービンは

過半の受注シェ

アを有する 

 

【図表 7】 Siemens Indiaの概要 

（出所）Siemens India HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表 8】 インド市場 石炭火力蒸気タービン受注シェア（MW） 
      2012年から 2015年までの 3年間累計 

SIEMENS 
POWER GEN

38%

BHEL
24%

MHPS
14%

Alstom
11%

東芝

8%

その他
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②GE と中国国家機械工業集団のアフリカにおける提携 

2015 年 9 月、GE はサブサハラのアフリカにおける風力発電等の再生可能エ

ネルギー事業に関して、中国国家機械工業集団有限公司4（国機集団）と戦

略提携を行った。提携の第一号案件であるケニアのKipeto風力発電（発電容

量 100MW ）では、国機集団の子会社 China Machinery Engineering 

Corporationが EPCを担い、GEがブレードと風力発電機の供給、運転員への

技術トレーニングを担う。 

GE の狙いは、中国企業のコスト競争力、アフリカにおけるネットワーク網、ファ

イナンス調達力を活用し、ビジネスチャンスを増やすことにある。国機集団は

EPC、特に建設のコスト競争力が高い。サブサハラのアフリカ拠点も 19 ヶ国と

GE の 8 ヶ国よりも多い。また、中国政府は 2015 年から 3 年間に対アフリカイ

ンフラ整備として 600 億ドルの投資を公表しており、国機集団との協働案件は、

中国政府から巨額な資金支援を受けられる可能性が高い。 

一般的に、EPC コントラクターは調達におけるベストプラクティスの観点から、

市場で寡占的地位を占めている機器を除けば、特定の機器ベンダーと固定

的な関係を構築することを望まない。国機集団が GE と提携した狙いは、EPC

受注を巡り、中国企業間の競争が激しくなる中、GE のブランドと機器性能を

活かして、自社の EPC実績を積み上げることにある。 

日系企業が EPC コントラクターと互恵的な関係を構築するためには、自社が

提示できる価値を明確化する必要がある。具体的には、ブランド、機器に関す

る技術供与、他の製品領域や他の地域での協業等が考えられる。また、EPC

コントラクターから引き出すベネフィットも明確化しなければならない。その上

で、自らが提供する価値と享受できるベネフィットを冷静に比較考量すること

が求められよう。 

（２）ファイナンス提供力強化 

イニシャルコストの競争力を補完する方法として、ファイナンスの提供力強化

は重要である。そのためには、インフラ需要主体に提供できるファイナンスの

選択肢を多様化することが必要である。 

主なファイナンスの選択肢は、インフラ事業者へのプロジェクトファイナンス5と

公的金融機関の制度融資、インフラ輸入国への貸付が挙げられる。このうち

プロジェクトファイナンスの選択肢多様化の一例として、Project Bond
6を取り上

げ、その普及策である European Investment Bank（EIB）の信用補完スキーム

を紹介する。 

世界のインフラ投資額見通しは第 1節で述べたとおり、2016年から 2030年ま

での累計で 44.1 兆ドル、年平均約 3兆ドルである。それに対し、2014年のプ

ロジェクトファイナンス市場規模は 2,597 億ドルと、1 年当たりに必要な資金調

達額の 10分の 1以下の規模にしかすぎず、市場の拡大が必要である。 

                                                        
4 国務院の固有資産管理監督委員会の承認により 1997年 1月に設立された国有大企業 
5 特定のプロジェクトを対象に、債務支払いの主な原資は当該プロジェクトのキャッシュフローとし、担保は当該プロジェクトの資産

に限定される金融手法 
6 プロジェクトファイナンスのうち、Bondによる資金調達を指す 

GE はアフリカに

おける再生可能

エネルギー事業

で中国の国機集

団と提携 

EPC コントラクタ

ーに提示する自

社の価値の明確

化とコストベネフ

ィット分析の必要

性 

必要なインフラ投

資額に対しプロジ

ェクトファイナンス

の市場規模は小

さい 

GE の提携は、中

国企業のコスト競

争力、アフリカ拠

点、ファイナンス

調達力の活用が

狙い 

ファイナンス提供

力強化には選択

肢の多様化が必

要 
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プロジェクトファイナンスの資金調達手段は Loan と Bond に分けられる。

Project Bond による調達比率は、米国、英国、豪州が 30%程度であるのに対

し、日本、欧州（除く英国）は数%以下と大きく差がある。Project Bond は長期

間の安定した収益確保を重視する年金基金、生損保のような機関投資家の

投資方針に適合しやすい。Project Bondの特長は、これら潜在的な投資家の

資金力を活用した長期、固定金利ベースの大規模な資金調達が可能なこと

である。 

Project Bond普及に向けた課題は 3点ある。第一に、Bondは Loan と異なり、

インフラ需要主体のニーズに応じて機動的かつ柔軟に資金調達ができない。

第二に、不足の事態が発生した場合、相対交渉が可能な Loan と異なり、債

権者が分散しているため、条件変更交渉が困難で、デフォルトに陥りやすい。

第三に、欧米の一部を除き発行事例が少なく、流動性あるセカンダリー市場

が存在しないため、正確なプライシングやリスク分析が困難なことである。 

第一、第二の課題は Project Bondの先行市場である米国に倣えば、Bondの

分割発行、Loan と Bondの複合スキーム、Bondのコベナンツ条件の緩和とい

ったストラクチャー上の工夫により解決可能である。また、第三の課題は、発

行事例の増加に伴い、機関投資家に投資経験・ノウハウが蓄積されれば、自

ずと解消されよう。このため、市場黎明期の現時点においては、Project Bond

投資に纏わる不確実性を低減させる仕組みや制度を導入し、市場参加者を

増やし、発行事例を数多く蓄積することが求められる。 

斯かる中、EIBはEU域内のエネルギー、鉄道、通信のインフラ整備を対象に、

2013年から 2016年まで信用補完スキーム付 Project Bond を EU と共に推進

している（【図表 9】）。信用補完スキーム付 Project Bondでは、トリガーイベント
7発生時に EIB の保証枠からメザニンローンが実行され、期中の利払いが保

証される建付となっている。2013 年に第一号案件として、スペインのガスイン

フラ整備を資金使途とする 14 億ユーロ（約 1,800 億円）の債券発行に成功し

た。当該債券には格付機関から、信用補完効果を反映した格付が付与され、

新たな投資家層の獲得により、多額の資金調達を実現した。 

日本において、Project Bond を普及させる上で、EIB の信用補完スキームは

参考になろう。同様のスキームを日本で構築する場合、EIB の役割を ADB、

JBIC、NEXIが担うことになると考えられる。 

我が国がインフラ輸出を推進していく上で、日本の金融機関は官民共にファ

イナンス提案力を強化するために、紹介した信用補完スキームの例に限らず、

選択肢の多様化に向けて知恵を絞っていくことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 契約上定められた事象 

Project Bond は

年金基金・生損

保等の投資方針

に適合し、長期固

定、大規模資金

調達が可能 

Project Bond 市

場は黎明期であ

り、投資家育成

の観点からリスク

低減に資する仕

組み作りは効果

的 

EIB と EU は信用

補完スキーム付

Project Bondによ

り投資家層の拡

大を狙う 

資金調達の多様

化に向けて官民

をあげた取り組

みが必要 
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（３）O&Mでの顧客価値創出 

インフラのランニングコストを低減するためには、O&Mに関する提案力を強化

することが重要となる。以下、顧客のインフラ使用環境に着目した GEのガスタ

ービンと、想定顧客の人材不足に着目した日立造船の遠隔操炉システムに

ついて分析する。 

①ベトナム Phu My2-2天然ガス火力発電における GEのガスタービン 

ベトナムPhu My2-2（発電容量715MW）は、南ベトナム最大の発電所Phu My

発電所（総発電容量 3,865MW）の一部であり、ベトナムで初めて国際入札の

BOT
8方式で建設された火力発電所である。Phu My2-2 の資産保有、運営管

理企業であるMekong Energy とベトナム電力公社 EVNの間では、稼働率が

90%を下回った場合9に EVN に対してペナルティを支払う条件付きで、20 年

間の電力売買契約が締結されている。 

Phu My2-2には、敷地面積の制約からガスタービン用建屋がない。GEは、ガ

スタービン 2 機を屋外に設置するという過酷な使用環境においても機器性能

を発揮できるとして、Mekong Energyに対してガスタービンを供給すると共に、

長期保守サービス契約（LTSA）を締結した。 

Mekong Energy は、20 年間の売電契約とガスタービンの LTSA 締結により、

収入と支出の安定化を図ることができた。これが事業リスク低減との評価につ

ながり、プロジェクトファイナンス形式での資金調達を可能とした。 

本件のポイントは、「先進国では想定できない過酷な使用環境下において、

高稼働率を実現せよ」という顧客の厳しい要求に対して、メーカー（GE）が高

い品質の設備・機器（ガスタービン）と、それを裏付ける附帯契約（LTSA）で果

敢に応えた点である（【図表 10】）。 

新興国には、本件のガスタービン屋外設置のように、時として先進国では想

定し難い条件がある。新興国においては、そのような条件下でも性能が発揮

される機器こそが「高品質な機器」となるだろう。GE はこの点を深く理解してい

                                                        
8 BOT（Build Operate Transfer）：民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了後に公共セクターに施設所

有権を移転する事業方式 
9 予め定めたメンテナンス期間は除く 

GE 製ガスタービ

ンはタービン建屋

のない過酷な環

境下でも高い機

器性能を発揮 

【図表 9】 EIBの信用補完スキーム付 Project Bond 

（出所）EIB, Project BondsCredit Enhancement and the Project Bond initiative より 

みずほ銀行産業調査部作成 

（注）Project Bond保証枠は Project Bond発行額の最大 20%迄 

Mekong Energyは

高稼働水準の維

持を前提に長期

売電契約を締結 

GEは過酷な使用

環境下の高稼働

要求に対し、高い

機器性能と LTSA

で対応 

収入、支出の安

定化により資金

調達も可能に 
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たと考えられる。また実際に、2005 年の運転開始以降、Mekong Energy は

90%以上という高い稼働率を維持し、EVN に対するペナルティ支払いは発生

していない。 

Mekong Energy には住友商事、東京電力が出資し、また本件の資金調達は

JBIC と民間金融機関によるプロジェクトファイナンス形式であったことから、ガ

スタービンの選定に際して日系企業にも事業機会はあったと推察される。「品

質」を差別化要素に掲げる日系企業は、O&M の分野においても、インフラ使

用環境を含む顧客の事情を徹底的に理解し、それに見合った「品質」を実現

することが必要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②日立造船のごみ処理発電システムにおける ICT活用 

日立造船は、日本 IBM と共にごみ処理発電システムの運転最適化と遠隔監

視を実現する遠隔操炉システムの高度化に向けた共同開発を行っている。こ

の遠隔操炉システムでは、日立造船が過去に納入したごみ処理発電システム

から得たビッグデータを活用し、最適運転や長寿命化の実現を目指している。 

この取組み事例が示唆するポイントは、新しいテクノロジー（ICT）活用に対す

る積極性、ごみ処理プラントのオペレーションに関連して自社内に蓄積されて

いたソフトアセットの活用である。 

一点目は、ICT の技術進展により可能となった遠隔監視技術を、先進国や新

興国におけるごみ処理プラントの熟練運転員不足という課題と結びつけ、熟

練運転員がいなくても最適運転や長寿命化を実現する遠隔操炉システムとい

うソリューションとして提案することである。ユーザーの課題に対する深い理解

に加え、課題解決の手段を幅広い技術領域から見出し、そこに強みを持つ他

社と連携して、迅速に商品化を進める姿勢は、設備・機器の性能での差別化

を目指す日系企業の動き方として注目に値しよう。 

 

 

【図表 10】 Phu My2-2案件関係図 

（出所）Mekong Energy HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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① イニシャルコスト競争力強化

② ファイナンス提供力強化

③ O&Mでの顧客価値創出

日系企業が磨くべき差別化要素 日立製作所の英国鉄道事業における主な施策

鉄道事業のトップに現地人材を登用し、
開発・生産の現地化により雇用を確保

車両のリース事業を展開

車両の保守事業を展開

①から③を
組み合わせて提案

④
EPC・O&M・ファイナンスの
一括した総合提案力

IEP
受注

二点目は、遠隔操炉システムを開発するに際して、自社内に蓄積されていた

ごみ焼却に関する膨大なビッグデータやプラント運転に関する暗黙知的ノウ

ハウという、他社が容易に模倣追随できないソフトアセットを差別化要素として

活用し、オペレーション効率化を目指している点である。 

日系企業は、顧客価値創出という目的に対して、オペレーション効率化という

課題を設定し、製造する設備・機器の物理的機能を拡充させることを優先する

傾向がある。しかしながら、物理的機能に基づく差別化は、リバースエンジニ

アリングを通じてキャッチアップされ、時間の経過と共に有効でなくなる。顧客

価値創出にあたり、後発企業に容易に模倣追随されない差別化を図る上で、

自社内に蓄積されているソフトアセットを活用する発想は、日系企業にとって

重要であろう。 

（４）EPC・O&M・ファイナンスを一括した総合提案力強化 

インフラ案件が大型化する中、様々なソリューションを組み合わせて提供する

ことが大型案件受注の前提条件となりつつある。日立製作所の英国鉄道事業

の事例から、この点に関する日系企業へのインプリケーションを検討する。 

英国では 1993年の鉄道法で、国営鉄道会社に相当するBritish Railが分割・

民営化され、車両はリース会社が保有して運行会社にリースすることになった。

しかしながら、リース会社は車両の更新を行わず、老朽化した車両が故障して

運行遅延が頻発したため、英国政府は車両更新を進めるべく、2007 年に

IEP
10を公告した。 

日立製作所はこの動きに着目して 1999年に英国鉄道市場への進出を決断、

2012 年に IEP の受注を獲得した。その間、同社はバリューチェーンの現地化、

車両リース・保守事業の展開等に努め、それらをパッケージ化して英国政府

に提案した。この取り組みが、IEP の受注に好影響を与えたものと推察される

（【図表 11】）。 

インフラ整備は構想から実現まで長期に亘るビジネスである。日立製作所は、

英国市場進出から IEP受注まで 13年の月日を要している。その間、英国の政

権交代で IEP 計画自体が見直される事態にも見舞われたが、英国鉄道事業

に対する経営の強いコミットメントは揺らがなかった。インフラビジネスを成功さ

せるためには、このような長期的な経営のコミットメントが重要である。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Intercity Express Programme：都市間高速鉄道車両置き換え計画であり、総事業費45億ポンド（約6,100億円）に上る英国鉄道

史上最大規模のプロジェクト 

社内に蓄積した

ソフトアセットによ

る模倣追随が困

難な差別化 

【図表 11】 日立製作所の英国鉄道事業における総合提案 

（出所）㈱日立製作所プレスリリース及び IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

日立製作所の英

国鉄道事業にみ

る総合提案 

インフラビジネス

を成功させるため

には長期的な経

営のコミットメント

が重要に 
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また、この事例では、O&M での顧客価値創出を重視した総合提案を行った

点が注目される。運行以外の全ての業務をアウトソースしたいとの鉄道運行会

社のニーズを受け、日立製作所は、英国において車両リースや保守サービス

を提供する体制を構築した。これは、自社が有する製品やサービスを事業部

横断的にコーディネートしなければ出来ないことである。 

インフラ整備では、今後同様なニーズが増加すると考えられる。日系企業には、

製品単位の縦割組織に囚われず、顧客のニーズに柔軟に対応するために、

事業部横断的な総合提案を行う力を強化することが求められる。 

４．環境性で日系企業が競争優位性を構築するために検討すべき事項 

環境性は、【図表 12】に示すとおり、省エネルギー、地球温暖化・気候変動、

快適性、汚染防止、自然環境保護等、構成要素が多数ある多義的な概念で

ある。それ故に環境性を充足する上で求められる対応策も多種多様である。 

ここでは、これら個別の技術的な論点に立ち入ることは避け、環境性に対する

インフラ需要主体の要求水準の高まりに対して、供給側として検討しなければ

ならないポイントを、環境負荷低減を実現する設備・機器の品質、環境負荷を

内部化する規制等のルールメイクの二点に絞ることとする。 

その上で、日系企業が検討すべき事項として、①環境性能で差別化を実現

するための研究開発領域の選別、②新興国を中心とするインフラ需要主体に

おける環境に関連したルールメイク支援について検討したい（【図表 13】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスをコーデ

ィネートできる部

門横断的な組織

運営へのシフト 

環境性 

【図表 12】 環境性の構成要素 

汚染防止 

省エネルギー 

自然環境保護 

温室効果ガス 

排出抑制 

運転効率改善 

汚染物質排出抑制 

関連 

関連 

アセスメント 

騒音・振動・悪臭抑制 

環境性の構成要素 具体的な対応策（例） 

地球温暖化 

気候変動 

快適性 

環境負荷低減を実現する 

設備・機器の品質 

環境負荷を内部化する 

規制等のルールメイク 

実現に向けた手段 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

環境負荷低減 

ルールメイク 

①環境性能で差別化を実現する

研究開発領域の選別 

【図表 13】 既に顕在化しているニーズの要素分解 ～環境性～ 

インフラ需要主体において 

既に顕在化しているニーズ 
日系企業が競争優位を構築するために検討すべき事項 

 政府・地方自治体との連携 ②ルールメイク支援 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 コスト競争力とのバランス 

 インフラ横断的に活用可能な

環境技術の選別 

環境性の構成要

素は多数で多義
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（1）環境性能で差別化を実現する研究開発領域の選別 

環境性能で差別化を実現するには、研究開発領域の選別が重要となる。以

下、日系企業が環境性能で強みを有する石炭火力発電の CO2 削減技術を

例に、研究開発領域の選別について検討すべき点を指摘したい。 

環境性能への要求水準は COP21で採択されたパリ協定を契機に高まる可能

性がある。パリ協定は、先進国・新興国を含む 196 ヶ国・地域が採択に参加し

ており、これまでの地球温暖化対策の枠組みである、先進国を中心とする「京

都議定書」と、京都議定書不参加の先進国や新興国が参画する「カンクン合

意」とを事実上一本化・拡大するものと言える（パリ協定の詳細については、

「第Ⅳ部 Column6. パリ協定を契機とした脱炭化への動き」参照）。 

パリ協定を批准した場合、新興国には「CO2排出量の削減目標と、5 年ごとに

難度を高める方向での目標見直し」が求められる。また、先進国には、新興国

（途上国）支援について努力義務が課されることになる。 

これは CO2排出総量（またはGDPあたりCO2排出量等）の継続的な削減とい

う新興国の課題解決を、先進国が支援する局面が増えることを意味し、環境

技術に強みを持つ先進国企業にとってはビジネス機会の増加と捉えられる。 

斯かる中、日系企業は石炭火力発電の CO2削減技術の研究開発を強化して

いる。石炭火力発電には石炭を燃焼して発生させる蒸気の圧力の高さに応じ

て、亜臨界圧（Sub-Critical）11、超臨界圧（Super Critical、以下 SC）12、超々臨

界圧（Ultra Super Critical、以下 USC）13という発電方式がある。蒸気圧が高ま

るほど発電効率は高くなり、発電単位当たりの CO2排出量は減少する。 

足下、SC 以下はコスト競争力に勝る中国企業が市場シェアを押さえており、

USC も技術面で急速にキャッチアップされている。このため、日系企業は、更

に発電効率の高い先進超々臨界圧（Advanced Ultra Super Critical、以下

A-USC）14や石炭ガス化複合発電（Integrated coal Gasification Combined 

Cycle、以下 IGCC）15の実用化に向けて官民連携で研究開発を進めている。 

しかるに、欧米各国はガス火力や再生可能エネルギーに比して CO2 排出量

が多い石炭火力発電の新設を抑制する方針を打ち出している。このため、今

後、石炭火力発電の新設は、電力需要の旺盛な新興国が主戦場になると考

えられる。こうした新興国に対して、日本は A-USC や IGCC の輸出を展望し

ているが、導入コストが高いため、市場がどこまで拡大するか不透明である。

競合に目を転じれば、GE、Siemensは石炭火力発電より環境負荷の低いガス

火力発電に経営資源を集中させている。 

斯かる中、日本政府と日系企業は、限られた研究予算をどの技術領域に投じ

れば、環境性能の差別化に資するのか、潜在的な事業機会の規模、開発さ

れる技術のコスト競争力、他製品への技術転用可能性等、総合的に得失を

見極める必要がある。 

                                                        
11 亜臨界圧（Sub-Critical）：蒸気圧力が 22.1MPa未満 
12 超臨界圧（Super Critical）：蒸気圧力が 22.1MPa以上かつ蒸気温度が 566℃以下 
13 超々臨界圧（Ultra Super Critical）：超臨界圧のうち、蒸気温度が 566℃を超えるもの、最先端技術の蒸気温度は 600℃ 
14 先進超々臨界圧（Advanced Ultra Super Critical）：700℃級の次世代超々臨界圧 
15 石炭ガス化複合発電（Integrated coal Gasification Combined Cycle）：石炭から作った燃料ガスでガスタービンを回し、ガスター

ビンの排熱で蒸気タービンを回して二度発電するシステム 

インフラ横断的な

製品への選別的

な研究開発投資

の必要性 

COP21 のパリ協

定を契機に環境

性能への要求水

準が高まる可能

性 

新興国の課題解

決が先進国企業

のビジネス機会

に 

今後石炭火力新

設は新興国中心 

日系企業が技術

開 発 を 進 め る

IGCC や A-USC

は高コストが課題 
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年代 当時の国内事情 対策 蓄積されたノウハウ（例）

1800～1900
路傍や空き地に不法投棄され、伝染病が
流行

ごみ収集、処分を市町村に義務化
1900年汚物掃除法を制定

ごみ処理ノウハウ

1945～1950 人口増加に伴い、都市ごみが急増 各都市でごみ焼却を導入 ごみ収集ノウハウ

1960～1970 急速な工業化に伴い、公害問題が顕在化
公害対策基本法を制定
廃棄物処理法を制定、廃棄物を、産業廃棄物と
一般廃棄物へ区分

公害防止等の観点から、
ごみ分別収集ノウハウが蓄積

1980～1990
ごみ焼却施設から、ダイオキシン類が
発生し、問題化

排ガス規制、焼却施設の整備 ダイオキシン類、排ガス抑制ノウハウ

環境性能で差別化し得る領域の例としては、先に述べた世界的に関心の高

まる CO2 排出量の抑制技術に加え、脱硫・脱硝技術が考えられる。NOx、

SOx 排出量を抑制する脱硫・脱硝技術は、我が国が強みを持つ環境技術の

一つであり、石炭火力発電以外にも製鉄、化学、製紙等、様々なプラントに転

用可能な技術である。このような汎用的な環境技術に研究開発投資を集中さ

せ、様々なインフラ関連製品の環境性能を幅広く底上げすることも検討に値

しよう。 

（２）ルールメイク支援 

日本は、先進国としてこれまで様々な環境問題に直面し、課題を解決してき

た。例えば、日本は今でこそ世界有数のごみ処理先進国であるが、かつては

現在の新興国同様、不法投棄が横行し、ごみ問題に悩まされていた。ごみに

よる環境悪化の深刻化を受けて 1970 年には廃棄物処理法が制定された。そ

の後、1980 年代以降、ダイオキシン・有害排気ガスの排出抑制に係る法規制

も順次整備され、地方自治体は、分別収集の導入や地域住民との合意形成

等、ごみ処理にまつわるノウハウを積み上げてきた。また、産業界も、こうした

行政の動きに呼応して、環境性能の高いごみ焼却システム等、技術開発を進

めてきた（【図表 14】）。 

 

 

このようにして培われてきた、環境法規制の立案やごみの分別収集等のルー

ル整備に関する能力、プラント運転に関するノウハウは、日系企業が開発した

高性能なごみ処理システムと共に、新興国のごみ処理を巡る課題を解決する

上で、大きな差別化要素になり得ると考えられる。 

この点に着眼した動きとして、東京二十三区清掃一部事務組合の取り組みが

挙げられる。同組合は、東京二十三区の可燃ごみ焼却施設の整備運営管理

を主な目的として、東京二十三区が組合員となって設立された組合で、運営

費用は東京二十三区が負担する分担金と国の助成等で賄われる。同組合は、

自らが蓄積してきた様々なごみ処理に関するノウハウを、ソフトアセットとして

活用し、ASEAN を中心とする新興国市場への日本製ごみ処理プラントの輸

出を支援することを目的に、「東京二十三区清掃事業の国際協力に関する基

本方針」を 2012年 5月に策定した。 

この方針に基づき、これまでにタイ・インドネシア・ベトナム・マレーシア・ロシア

に対し、インフラ輸出に参画し、ごみの分別・収集・運搬に関するルールメイク

支援、地域住民との合意形成サポート、ごみ焼却プラント運転の指導、人材

育成支援等を行ってきた（ベトナムハノイの事例については、第 5節参照）。 

【図表 14】 ごみ処理の課題対応における日本の取り組み 

東京二十三区清

掃一部事務組合

はオペレーション

ノウハウを活用し

て日本のごみ処

理プラント輸出を

支援 

日本には環境問

題に関する経験

とノウハウの蓄積

がある 

（出所）環境省「日本の廃棄物処理の歴史と現状」よりみずほ銀行産業調査部作成 
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斯かる取り組みは、インフラ輸出において、オペレーションに精通する「官」と

設備・機器に強みを持つ「民」が連携し、ハード・ソフトアセット両面の差別化

要素を総合化した事例といえる。一方、このような連携が図られるまで、東京

二十三区清掃一部事務組合では、公費で運営される組合が民間営利事業に

関与することの妥当性の説明、組合員である各区との合意形成など多くの課

題を乗り越えてきたのも事実である。 

ごみ処理以外のインフラに関しても、オペレーションに精通する「官」のソフト

アセットを活用することが求められようが、その際には、「官」がインフラ輸出に

関与する妥当性を、公費を負担する各利害関係者に対して十分に説明し、理

解を得る努力が重要である。 

５．今後顕在化し得るニーズと競争軸変化をふまえた差別化要素 

本節では、今後 10 年を展望し、様々な外部環境の変化を踏まえ、インフラ需

要主体において顕在化し得るニーズについて考察を行う。また、顕在化し得

るニーズがもたらす競争軸変化の可能性に対し、日系企業が磨くべき差別化

要素について検討を行う。 

インフラ需要主体をとりまく外部環境の変化として着目したポイントと、それに

より顕在化し得るニーズ、それに対応して日系企業が磨くべき差別化要素を

体系化したものが【図表 15】である。 

インフラ需要主体をとりまく外部環境の変化からは、最適な整備計画を立案し

利害関係者の合意形成を得るプロセスを外部化するニーズの増加が予想さ

れる。 

それらのニーズを満たすために求められるものは、インフラ需要主体に代わっ

て最適なインフラを立案する能力（ストラテジスト機能）と、利害関係者に適切

な説明を行い、合意形成を図る能力（スポークスパーソン機能）である。これら

は一朝一夕に獲得することは容易ではないが、今後の環境変化がもたらし得

る競争軸の変化に備えるものとして、官民双方で強化していくことが求められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「官」のノウハウ

を活用する場合、

利害関係者への

妥当性説明が重

要 

【図表 15】 今後顕在化し得るニーズの要素分解 

想定される外部環境変化 今後顕在化し得るニーズ 日系企業が磨くべき差別化要素 

①インフラ整備の選択肢の 

多様化・高度化 

②広域経済圏・自由貿易圏

の形成進展 

多様化・高度化 

③地方分権化の進展 

⇒最適な整備計画の立案 

⇒関係者との合意形成 

プロセスの外部化ニーズ 

 現地人脈の形成 

 現地情報を速やかに案件化する官民体制 

 製品・知財を広く含めた最適解立案能力 

  

 

 官も含めたコンサルティング機能の強化 

 目的に応じた複数手段の活用能力 

外部環境変化が

生む、最適計画

立案と合意形成

の外部化ニーズ 

全体最適性 
①ストラテジスト機能 

説明可能性 

②スポークスパーソン機能 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

求められるストラ

テジスト機能とス

ポークスパーソン

機能 
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（１）外部環境の変化 

インフラ需要主体をとりまく外部環境の変化として、①インフラ整備の選択肢

の多様化・高度化、②広域経済圏・自由貿易圏の形成進展、③地方分権化

の進展に着目する。 

インフラ整備に関する選択肢は多様化・高度化している。 

例として、発電システムにおいて、水力、火力、原子力に加え再生可能エネ

ルギーが選択肢に加わったことによる影響を述べる。これは、単純な選択肢の

多様化のみを意味しない。再生可能エネルギー発電システムの特徴は、風や

太陽光など、発電システム設置場所の物理的環境や天候の変化によって

時々刻々と変化する自然エネルギーを動力源とすることである。 

したがって、再生可能エネルギーは、エネルギー源の投入と出力がコントロー

ル可能な火力や原子力との比較において、発電量の予測可能性が構造的に

低い。ゆえに安定的な電力供給を実現するためには、コントロール可能なエ

ネルギー源との組合せが求められる。 

さらに、太陽光のように個人宅単位でも設置可能な発電システムの普及可能

性も視野に入れれば、単なる組合せの多様化を超え、発電量と電力使用量

全体を視野に入れた最適なエネルギーミックス構築のためのインフラ計画策

定の難度はさらに高まることになる。 

他の例として、旅客や貨物輸送量の急速な増加に対して、製品種類が多様

化する航空機や高速鉄道システムから、将来のさらなる輸送量変化や財政制

約、土地収用の蓋然性や環境規制対応をもふまえた選択を行い、最適な輸

送システムを構築することの難度が高まっていることも挙げられる。 

このように、インフラ整備に関する選択肢の多様化・高度化の進行は、インフラ

整備の目的に叶う最適解を発見する難度をさらに高めると言えよう。 

広域経済圏・自由貿易圏の形成は、国境を超える経済活動を背景に、世界

的に進展している。 

広域経済圏の形成は、国境を超えて最適な交通網等のインフラ整備を行う機

会の増加をもたらす。例えば、ASEAN のメコン広域経済圏16では通商を容易

にする効率的な物流ルートの要請から、鉄道網に加えて道路・橋梁等の整備

が経済圏単位で立案されている。また、豊富な水力発電余力を有し「アジアの

バッテリー」と称されるラオスは、急速な工業化が進む域内への電力輸出国と

して期待されており、売電を目的とする水力発電システムを多数計画してい

る。 

このような国境を超えたインフラ整備は、広域経済圏全体を視野に入れたイン

フラ計画立案能力の難度を高めるとともに、他国の事情をも考慮した利害調

整を行う能力の必要性も高めるだろう。実際に、先に述べたラオスにおける水

力発電ダムの建設に対して、ダム下流域に位置するカンボジアやベトナムが

環境や農漁業資源への悪影響を理由に強い批判を行っていることは、それを

示している。 

                                                        
16 タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの 5 ヶ国と中国（雲南省、広西チワン族自治区）で構成 

①インフラ整備の

選択肢の多様

化・高度化 

②広域経済圏・

自由貿易圏の形

成進展 

最適解発見難度

の高まり 
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自由貿易圏のさらなる形成は、政府調達市場の開放を通じてインフラ調達プ

ロセスの透明性を高めると想定する。日本政府は、企業活動の国境を取り払

い、物品のみならず政府調達等についても、より各国の市場開放を求めてい

く方針を示している。 

現在大筋合意に至り、発効の条件である各国の批准プロセスに移っている

TPP
17が成立すれば、世界の GDP の 4 割を含む巨大な自由貿易圏が形成さ

れることになる。巨大な自由貿易圏の成立は、現在交渉不参加の東南アジア

諸国においても、TPPのネットワークに追加的に参画する吸引力となる可能性

がある。また、高い水準の市場開放と透明性が求められる TPP の成立が、現

在交渉中である RCEP
18の水準を引き上げる可能性も想定できる。このような

場合、アジア太平洋諸国の政府調達が次々に開放され、各国でインフラ調達

プロセスの透明性が高まり得る可能性がある。 

インフラ調達プロセスの透明性の高まりは、インフラ計画の立案から調達に至

る一連のプロセスにおいて、合理的な説明の必要性を高めることになる。TPP

は、その必要性に迫られる国の数を増やすことになるだろう。 

このように、広域経済圏・自由貿易圏形成の進展は、インフラ需要主体である

経済圏や国の中央政府にとって、①インフラ計画立案能力の向上と、②イン

フラ計画の内容に加え、立案から調達までの一連のプロセスも含めた合理性

について他国等に適切な説明を行う必要性の高まり、とをもたらすと言えよう。 

インフラ整備に関する地方分権化は、急速な都市化と中央政府の財政制約

を背景に、とりわけ新興国において進行している。 

ASEAN を例にとると、1990 年代以降の地方分権化の端緒は、世界銀行や

IMF
19が、融資対象の財政状態改善を通じた資金回収の蓋然性を高めること

を目的に、地方分権化を融資条件としたことだった。その後の急速な都市化

に伴う行政課題の急増は、地方自治体に行政機能の充実を迫った。さらに、

新興国特有の中央政府による徴税システムの脆弱さと中央政府財政の健全

化の要請とが相まって、地方自治体への徴税権の移譲と地方交付金の削減

とがなされてきた。 

その結果、地方政府単位で完結し得る種類のインフラ（ごみ処理、地方道路

の整備など）を中心に、地方分権化が進行してきた（【図表 16】）。 

 

 

 

 

 

                                                        
17 環太平洋経済協定。交渉参加国は、日本、米国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブル

ネイ、カナダ、メキシコ、ペルー、チリの 12カ国 
18 東アジア地域包括的経済連携。交渉参加国は、日本、中国、韓国、フィリピン、タイ、インド、インドネシア、ミャンマー、ラオス、

カンボジア、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイの 16カ国 
19 IMF（International Monetary Fund）：国際通貨基金 

【図表 16】 インドネシア・フィリピン・タイにおける地方分権事例 

（出所）JICA「地方行政と地方分権」報告書よりみずほ銀行産業調査部作成 

インフラ計画立案

能力の向上と、

立案から調達ま

での合理性を説

明する必要性の

高まり 

③地方分権化の

進展 

インドネシア フィリピン タイ

地方分権化の潮流
資金の出し手となる世界銀行、IMFの構造調整政策において、
地方分権化の推進が借入条件に

地方分権化の時期
1998年

スハルト政権崩壊
1986年

アキノ政権が推進
1999年

地方分権法

権限委譲対象

中央政府に固有の分野（外
交、防衛、治安、司法、金融、
財政等）や

国全体の開発計画を除く全
分野

環境、農業等の公共事業
ごみ収集、地方道の
整備等
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さらなる地方分権化の可能性は、インドネシアの発送電システムの事例から示

唆が得られる。同国で 2009 年に制定された新電力法では、送電網が州や県

を跨がない場合に限り、その州や県に事業認可の権限が移譲された（【図表

17】）。 

 

 

 

 

 

 

 

新電力法制定の背景は、同国が送電網の整備に課題を抱えていたことであ

った。インドネシアは多数の島嶼から構成されていることもあり、都市部の経済

発展の恩恵が、必ずしも地方まで行き届き難い傾向がある。実際に、同国に

おける電化率は、電力法制定時点で約 65%にすぎなかった。その後同国の

電化率は目覚ましく上昇し、5年後の 2014年には約 85%に至った。同じ時期

に同国で実施された送電網普及策は他にもあるため、電力法改正による地方

分権だけが奏功した結果ではないが、州・県への分権は送電網普及の一助と

なったと言えよう。 

先に述べた行政課題の増加と中央政府の財政制約は、このような「地方政府

で完結する単位にインフラを分割し、あわせて権限委譲を行う」機会を増やす

方向付けをするだろう。 

地方分権化の進行は、中央政府から多数の地方政府への分権を通じて、イ

ンフラ需要主体の増加をもたらすと考えられる。 

（２）今後顕在化し得るニーズ 

前述の通り、①インフラ整備の選択肢の多様化・高度化は整備すべきインフラ

の最適解を発見する難度を高め、②広域経済圏・自由貿易圏の形成進展は

インフラ計画立案能力の向上と他国等への適切な説明を迫り、③地方分権化

の進行はインフラ需要主体を増加させると考えられる。 

さらに、とりわけ新興国において、中央政府・地方政府ともに厳しい財政制約

下でインフラ整備の優先順位付けを行う状況が今後も持続することも考慮す

れば、今後顕在化し得るニーズは、「広域経済圏・国・地方など変化・多様化

するインフラ需要主体が」、「最小費用最大便益を実現する複合的なインフラ

整備計画を立案して」、「その実現に向けて利害関係者の合意形成を得るべ

く説明を行う」ことであると整理できる。 

以降、「最小費用最大便益を実現する複合的なインフラ整備計画を立案す

る」ニーズに基づく競争軸を「全体最適性」、「インフラ整備計画の実現に向け

て利害関係者の合意形成を得るべく説明を行う」ニーズに基づく競争軸を「説

さらなる地方分権

化の可能性 

インフラ需要主体

の増加 

旧電力法 新電力法

電力開発計画 中央政府が総合計画を策定
中央政府の定めた総合計画をもとに
地方政府は地方電力計画を策定

事業責任
中央政府の管理下でPLN（インドネシア国有
電力会社）が実施

中央政府の管理下で中央政府と地方政府が
分担

事業認可 国の認可
国の認可
グリッドが州を跨がなければ州、県を跨がな
ければ県が認可

電気料金 全国一律、国の認可
中央政府が電気料金を定める
地方政府が当該地域の電気料金を定めるこ
ともできる

（出所）経済産業省「インドネシア共和国火力発電所における低品位炭利用の効率化」 

報告書よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表 17】 インドネシア新旧電力法 

全体最適性と説明

可能性 
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スカルノハッタ空港

ジャカルタ市内

混雑

地方
空港

地方
空港

地方
空港

地方
空港

地方
空港

【混雑理由】
①航空路線の一極集中
②中小型機の大量乗入

中型機

中型機

中型機
小型機

小型機

現状認識 課題解決コンセプト

無人運転車両システム

マカッサル空港

スカルノハッタ空港

ジャカルタ市内

地方
空港

地方
空港

地方
空港

地方
空港

地方
空港

【課題解決手段イメージ】
①国内他空港の拡張とハブ化
②大型機の活用で混雑緩和
③地方路線の機材最適化

混雑緩和

大型機 大型機

小型機

小型機
小型機

小型機

国際線
増加

明可能性」と呼び、足下で、日系企業がその競争軸に対応することで、自社

のビジネス機会を創出していると考えられる事例について述べる。 

①全体最適性に対応した事例 

まず、全体最適性に対応した事例として、三菱重工業が現在インドネシアに

おいて行っている航空ネットワーク再構築の提案について述べる。 

インドネシアでは、航空旅客需要の増加に伴いジャカルタ首都圏唯一の国際

空港であるスカルノハッタ空港の混雑が深刻化し、経済成長のボトルネックと

なることが懸念されている。三菱重工業は、そのボトルネック解消に加え、交

通の全体最適化という課題設定のもと、同国東部に所在するマカッサル空港

を拡張するとともに、マカッサル空港と地方空港間には小型機のリージョナル

ジェットを就航させるという総合的な航空ネットワーク再構築を提案している。

加えて、空港と市内とのアクセスの最適化には、同社の都市交通システムの

利用が想定されている（【図表 18】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この提案が実現した場合、三菱重工業にとってのインフラ輸出対象は、少なく

とも空港設備、航空機 MRJ
20に加えて都市交通システムが包含されると思わ

れる。この事例は、インドネシアの航空ネットワークにとって全体最適性を満た

す提案であるとともに、航空機とともに多数のインフラ製品群を自社内に保有

する三菱重工業ならではの提案であるという意味で、自社の特徴を活かした

全体最適性の実現として、差別化された提案と言えよう。 

②全体最適性・説明可能性に対応した事例 

次に、インフラ整備に関する経験に乏しい新興国地方政府がインフラ需要主

体となる場合特有の全体最適性・説明可能性に対応した事例を紹介する。新

興国地方政府は、その経験の乏しさと人材不足等から、先進国政府等では自

前で行えるような「インフラの制度設計や合意形成の方法」をアウトソースする

ニーズを持つ場合がある。 

                                                        
20 MRJ（Mitsubishi Regional Jet）：三菱重工業㈱子会社の三菱航空機㈱が開発・製造する小型旅客機 

①全体最適性の

例：三菱重工業の

インドネシア航空

ネットワーク再構

築提案 

②新興国地方政

府ならではの全体

最適性・説明可能

性に対応した例 

【図表 18】 インドネシアの航空ネットワーク再構築 

（出所）三菱重工業㈱HP、経済産業省 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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ベトナムのハノイ市では、急速な都市化に伴い、都市ごみや下水汚泥の衛生

的な処分手段の整備が急務となっていた。川崎重工業は、都市廃棄物処理

事業の運営や住民との合意形成のノウハウを持つ東京二十三区清掃一部事

務組合とともに、廃棄物処理の制度設計から住民との合意形成をも包含する

提案を行い、廃棄物処理システムの輸出につなげている（【図表 19】）。 

東京二十三区清掃一部事務組合は、ハノイ市政府等に対して、ごみの収集・

運搬、分別、資源化および環境アセスメント等の日本の諸制度を説明するの

みならず、地域住民との協議会や情報公開の手法、ごみ処理建設予定地域

にかかる環境への影響を踏まえた地域への配慮事項の抽出を行い、住民と

の合意形成にかかる支援策をも提示している。 

 

 

 

 

 

 

 

この事例は、日本国内では廃棄物処理システム発注者である地方自治体と、

受注者であるメーカーとが、業態の垣根を超えて新興国都市ならではの全体

最適性に加え、日本で培った住民との合意形成ノウハウをもって説明可能性

にも対応した事案として、日本全体の優位性を活かしたという意味で差別化さ

れた案件と言えよう。 

2 つの事例に共通するのは、「目的に応じた社内外との柔軟な連携」である。

三菱重工業では異なる事業部門同士、川崎重工業では通常なら納入先であ

る地方自治体と組んだことで、本来日系企業や日本全体で持っていた優位性

が大いに発揮され、差別化が実現していると考えられる。 

次に、これら「全体最適性」「説明可能性」の競争軸の重要度の高まりに備え

て、日系企業が競争優位性を構築するために求められる差別化要素につい

て検討する。 

（３）日系企業が磨くべき差別化要素 

差別化要素の検討にあたり、全体最適性および説明可能性の要素について

述べ、それぞれ現状の担い手について触れたうえで、今後特に磨くべき要素

について記載する。 

「全体最適性」を満たすための要素は、①インフラ需要主体の足下の問題状

況を把握する能力、②問題状況を分析し、解決可能な課題に再構成する能

力、③課題に対して最小費用最大便益を実現する解決策を立案する能力、

に分解できる。これらの能力を、相手国の全体最適性を支援するための「スト

ラテジスト機能」と呼び、以下で検討する。 

①全体最適性の

競争軸要素：スト

ラテジスト機能 

共通項は、目的に

応じた社内外との

連携による優位性

発揮 

【図表 19】 ハノイ市への廃棄物処理システムの輸出 

地方自治体

中央政府

インフラ輸出相手国 日本

ごみ処理システム
運営権委譲

コンソーシアム

特別区

東京二十三区
清掃一部事務組合

EPCプラントメーカー

コンサルティング企業

ごみ量の推計
計画策定

収集・運搬・O&M
住民との合意形成

EPC・O&M

アドバイス

組織名称 ノウハウ

提案型セールス

・・・

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

川崎重工業と東京

二十三区清掃一

部事業組合のハノ

イごみ処理案件 
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・現地情報の収集・共有・官民連携強化
・現地におけるオールジャパン窓口
・海外政府等に対する提案の主体

海外政府・海外企業

官民ローカルタスクフォース

窓口

在外公館 参画 参画

（日本サイドでは、官民連携し必要に応じて参画）

日系企業
現地拠点

現在の日本のインフラ輸出におけるそれぞれの担い手は、案件によって差は

あるものの、概ね①は政府機関の現地駐在員、②はコンサルティング会社、

③はコンサルティング会社がインフラ機器メーカー、エンジニアリング会社、商

社等と協働して担っている。 

欧米勢においても同様の機能分担が行われているとみられるが、インフラ毎

に概ね「一国一社」である欧州勢との比較において、同種のインフラを複数の

企業が手掛けている現状の構造を勘案すれば、①から③に至るまでの迅速

性が劣後している可能性がある。さらに、政府機関・メーカー・コンサルティン

グ会社間の人材の流動性が高い欧米では、比較的①の段階から②③を意識

した活動が行われやすいとされる。 

このような構造的なディスアドバンテージを克服し、①②③それぞれの要素を

最大限に活かすためには、政府機関とコンサルティング会社、機器メーカー

の垣根を疑似的に取り払う工夫が求められる。例えば、インフラ機器のメーカ

ーやコンサルティング会社の従業員が、政府機関の肩書きを得て現地に駐在

することも一案であろう。 

官民の垣根を疑似的に取り払う例としては、現在情報通信分野で検討されて

いる「官民ローカルタスクフォース」構想からも示唆が得られる。官民ローカル

タスクフォースは、海外案件における国際競争力強化を目的として、現地情報

の収集・共有を官民連携して行い、海外政府等に対して制度設計提案を行う

機能を持つ組織となる予定である。主な参画主体は、在外公館職員に加え、

日系企業の現地拠点であるため、①現地情報が官民で速やかに共有され、

②③具体的な解決策の提案につながることが期待される（【図表 20】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような工夫により、①の情報を速やかに③につなげていくことで、企業がイ

ンフラ需要主体の課題解決を自社のビジネス機会とすることを促進していくこ

とが必要であろう。 

さらに、①②③の担い手それぞれには、全体最適性を満たす有効な手立てを、

自社または日本のビジネス機会と平仄を合わせて最適に立案する能力を高

めることが求められる。コンサルティング会社であれば、現地人脈の形成や、

提案作成・プレゼンテーション等も含めたコンサルティング技術の強化がそれ

にあてはまる。 

 

日本のディスアド

バンテージ 

克服するための

運営が必要 

克服するための

運営の例：官民ロ

ーカルタスクフォ

ース 

【図表 20】 官民ローカルタスクフォース構想 

（出所）総務省「ICT国際競争力強化・国際展開に関する懇談会」最終報告書より 

みずほ銀行産業調査部作成 

全体最適性をビ

ジネス機会と平

仄を合わせて実

現する能力の強
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メーカーであれば、自社の製品群や保有する知的財産・技術を広く見渡した

うえでの、最小費用最大便益に資する提案の立案能力向上がそれにあては

まる。自社の現有製品群のみならず保有する技術まで含めれば、既に自社内

での製造機会に乏しいプロダクトであっても、相手国の課題解決に資するもの

であれば、技術提供と現地生産を活用することを通じてビジネス機会とするこ

ともできよう。 

多数の製品やサービス分野、長年積み重ねてきた技術を有するという日本ま

たは日系メーカーの特徴を、「プロダクト選定に時間がかかる」という劣位から、

「日系企業ならではのビジネス機会創出」という優位に変え得るのが、全体最

適性を満たすための立案能力の向上、いわば相手国にとっての「ストラテジス

ト機能」を持つことだと考える。 

「説明可能性」を満たすための要素は、これも案件によって差はあるものの、

概ね①働きかけるべき利害関係者やキーパーソンを見極める能力、②提案の

全体最適性を理解し説明できる能力、に分解できる。これらの能力を、相手国

の説明可能性を支援するための「スポークスパーソン機能」と呼び、以下で検

討する。 

現在の日本のインフラ輸出においては、概ね①は政府機関やコンサルティン

グ会社等の現地駐在員、②は説明する相手に応じて、いわゆる GtoG セール

スとして政府が担う場合や、住民との合意形成支援としてコンサルティング会

社や地方自治体等が担う場合など多様なパターンが考えられる。 

説明可能性を満たす具体的な手法の一つとして、公正・透明なコミュニケーシ

ョン手段による利害関係者へのアプローチであるパブリック・アフェアーズが挙

げられる。近年注目を集めるパブリック・アフェアーズの特徴は、密室型の直

接交渉を主とするロビー活動と異なり、直接交渉に加えてマスメディアやシン

ポジウム、公的会議での意見具申などのオープンな手法を用いることである。

これまで密室型のロビー活動に積極的でなかった日系企業にとって、パブリッ

ク・アフェアーズは、説明可能性を満たすために活用を検討すべき手段の一

つとなり得る。 

実際にパブリック・アフェアーズを受注活動の一環としている例として、JR東海

は米国の政財界にコネクションを有する現地のコンサルティング会社と提携し、

提携先によるパブリック・アフェアーズを通してテキサス高速鉄道計画の受注

を企図している（【図表 21】）。 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 21】 JR東海のパブリック・アフェアーズ活用 

（出所）各社 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

②説明可能性の

競争軸要素：スポ

ークスパーソン機

能 

メーカーは自社

の製品群に加え

保有する知財・技

術も活用 

相手国のストラテ

ジストとして、日

系ならではの差

別化を実現 

New Magellan Ventures

U.S.-Japan High-Speed Rail (USJHSR)
U.S.-Japan MAGLEV (USJMAGLEV)

業務委託契約

業務提携
(2010)

出資

出資

米国の中央政府・州政府

パブリック・アフェアーズの実施
-政財界等との調整
-世論形成・PR活動

USJHSR：JR東海と高速鉄道の海外導入を目指す会社
USJMAGLEV：JR東海と超電導リニアの海外導入を目指す会社

GtoGのロビー活動
(日本製高速鉄道の導入に係るメリットを訴求)

BtoGのロビー活動
(インフラ輸出に係る陳情)

アカウンタビリティ

JR東海
コンサルティング会社兼
ベンチャーキャピタル

日本政府

米国民

The Northeast Maglev

BtoGのパブリック・アフェアーズ
(日本製高速鉄道導入に係るメリットを訴求)

説明相手も担い

手も多様 

手法の例：公正・

透明な手段であ

るパブリック・アフ

ェアーズ 
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説明可能性を差別化要素としていくためには、目的に応じた手段の使い分け

が必要となるだろう。例えば、先に述べたハノイ市への廃棄物処理システム輸

出においては、①②の双方にノウハウを持つ東京二十三区清掃一部事務組

合が住民への説明と合意形成のコンサルティングを行ったことが有効だったと

評価できる。 

他方、日本政府・企業では把握が困難な相手国キーパーソンへのアプローチ

や、複数の手段・ルートを駆使した民意形成が求められる場合には、JR 東海

のように、日本政府による GtoG アプローチとは異なるルートとして、現地のプ

ロフェッショナルを活用することが現実解となろう。 

日本政府やコンサルティング会社には、説明可能性という競争軸に対して、

目的に応じて手段を巧みに使い分けながら、適切な相手への説明を通じて合

意形成を行う、いわばインフラ需要主体にとっての「スポークスパーソン機能」

をさらに備えていくことが求められよう。 

本節で述べた「全体最適性に対応するストラテジスト機能」、「説明可能性に

対応するスポークスパーソン機能」は、足下では必ずしも案件受注の決め手と

なっているわけではない。また、インフラ需要主体の事情を理解する、キーパ

ーソンにアクセスするなどの要素は、必ずしも目先の収益を生まない、時間と

コストを要するものでもある。 

しかしながら、今後の外部環境変化の可能性を踏まえ、インフラ需要主体に

生じ得るニーズを先取りし、日本と日系企業の特徴が優位となる新たな競争

軸を作っていくことが重要と考える。そのためには、官民双方で、ストラテジスト

機能およびスポークスパーソン機能を地道に強化していくことが求められる。 
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６．おわりに 

冒頭から見てきたように、インフラ輸出の大きな構造は、安価なイニシャルコス

トを武器に経済性の軸で競争優位を作る中国・韓国勢と、多様なノウハウを武

器に環境性など自らが優位に戦える競争軸を作り出す欧米勢とが、それぞれ

の競争軸で戦える市場を見極め、また新たな市場を創出しようとしているもの

である。 

これは、製造業にとって既視感のある構図かもしれない。安価な人件費を、思

い切った設備投資によるスケールメリットと国際水平分業で最大限に活用した

中韓勢は、モジュール化が大きく進んだプロダクトにとって記憶に新しい。また、

高度な「すり合わせ」が残るプロダクトや製造プロセスにおいても、欧米勢は標

準化などのルールメイクを通じて、自らの優位性を最大限に活かせる環境を

巧みに作り出している。 

それぞれが示唆するのは、日本が打ち手に失敗した場合に、「先端領域とい

う名の狭い世界に追いやられる」、あるいは「自らの得意分野が活かせないル

ールのもとでの戦いを余儀なくされる」「高い設計・生産能力で作った製品の

付加価値を、より大きなシステムを担う他社が享受する」ことである。 

本稿第 3・4節では、日本のインフラ機器の特徴である「高品質だが、それゆえ

イニシャルコストで劣後する機器」を、現在明確になっている競争軸のもとで

優位とする方策を検討した。第 5節では、外部環境変化のトレンドから、インフ

ラ需要主体に今後生じ得るニーズを想定しながら、日本の特徴と考えられる

「複数のインフラ機器メーカーがそれぞれ多数の製品分野を持つ」ことを競争

優位に転じる方策を検討した。 

それぞれで示したように、日本と日系企業を広く見渡せば、それぞれの競争

軸の中で勝ち抜き得る要素は存在する。その総合力を最大限に活かすため、

日系企業には、あらためて自社の製品群と知財、要素技術を見渡し、自らが

優位に戦える競争軸を強化するとともに、新たに作り出すことが求められよう。 

さらに、インフラ輸出のためには政府の関与も重要である。GtoG セールスの

担い手としての役割に加え、日本全体を見渡し、インフラ需要主体の現在そし

て未来のニーズを想定し、日系企業の競争優位性を後押しする方策を企業と

ともに作り出すことが求められる。今後の官民双方の取り組みに期待したい。 
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